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裁量労働制
の種類

裁量労働制に関してのご意見・ご要望

1 専門型

・地方及び当社のような零細企業に対するアンケート調査に無理がある。
・クライアントがあり当社内部だけでは時短ができない（50～60％）。[例]■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■。こんな事は日常茶飯事
（勿論スケジュール表は提出済）
・裁量労働制本来の目的は？クライアント次第である。

2 専門型

頭の中ですばらしいアイディアを考えている時間、従業員個々の立場と考えで自由に取材にとび回っている時間等、少数の管理者掌握
至って困難。規制を全て取払い従業員・管理者の良心に任せるべき。時間ばかりの規則と時間が基礎の賃金制の導入に伴い、真の■■
■■■■■■■■■■■■がいなくなりサラリーマン化してきた。これでは外国に誇る優秀な作品は生まれない。日本の知的財産の損
失である。■■■■も映画、舞台、音楽の世界と同じく実力、能力、成果主義の報酬制にすべし。自由と競争の中に■■■■からも第
二の黒澤明、坂本龍一、宮崎駿が生まれる。弊社は社長以下従業員全員、全く平等、会社というよりモノ創りの好きな集団サークルで
ある。ファミリーである。使用者、労働者という意識は全くない。

3 専門型 うちの会社はともかく、他の事業所、お役所の皆さんもぜひ活用できるようにするのが望ましいと考えます。
4 専門型 親会社での運用に今後も準じます。
5 専門型 各種、資料の締結や届出等1度手続きを行えば、変更がない場合の自動継続にて対処してほしい。
6 専門型 学術研究については労基法に馴染まないため、適用除外にすべきでは？一般的な労働者とは質が異なる。

7 専門型
学校のように、仕事を「完遂する」ことよりも「9時～5時」の発想が多い現代の日本。大手や税で食うに困らない人々が上位に立つ
日本。もっと現場や、やりがい、競争力などを考慮し、強い人間、強い日本をつくってゆくべき。その為に裁量労働制というのは有効
な勤務形態の一つだと思う。

8 専門型
業務内容でのみなし残業を1日だけで決めるのは無理がある。いそがしい時もあれば、ヒマな時もあり、対応出来ない。ヒマな時も残
業代を出さなければならないし、逆に忙しい時も変更ができない。

9 専門型 結局、労働時間が長くなるので、出来たら裁量労働制はなくした方が良い。低賃金をまねくのではないか。

10 専門型
現在は特に問題なく遂行しているが、仕事は顧客があってこそなので社員全員の働きやすい環境を作るのは、今後も続く課題であると
考えている。

11 専門型
現実には業務遂行の自由度的にも、勤務時間においても、労働者に裁量権がそれほど無いにも関わらず、裁量労働制が適用されてし
まっているケースが、世の中には多いように感じる。裁量労働制を適用するに当たっての手続きは、より厳格に、丁寧に運営されてい
くべきだと思う。

12 専門型 今後も労使協議の上、双方の利益に資するように運用して参りたい。

13 専門型
裁量の場合、使用者が具体的な指示をしない事が労基法38条に定めてありますが、健康及び福祉を確保する事を守るための時間管理
を行う事が困難であり、出勤したことを明確にできる法整備が必要ではないだろうか。

14 専門型
裁量の範囲（労働時間の設定や期限の決め方、労務管理、健康管理、推進管理、評価等）が関係法令と矛盾している。現実的ではない
ものは改正していく必要があると思う。厳密に運用しようとしても、解釈の違いが生じやすく、リスクとなると感じる。

15 専門型

裁量労働制はシステムとして導入されているが、適度な量の仕事を持つ人にはよいものの、私のように人の3倍量の仕事を与えられて
いるような人材もいるので、本当に重要な問題の解決策にはならない。今、各企業の身勝手な人員政策が大きな負担を一部の労働者に
課していることが、大きな問題になっている。→残業問題（自宅労働を含む。■■との時差があるので自宅労働も2時間はある→記録
に残らない）を解消する努力がいる。

16 専門型
裁量労働導入にあたっては本社が手続きのほとんどを行っているため、当事業所の負担として記入しました。（問10-2　導入手続き
の負担についての問い：すべての項目がほとんど感じなかったを選択）

17 専門型
裁量労働の適用の要件を増やしてほしい。時間でははかれないフレキシブルな仕事内容が増えていると思う。（工場など製造業は時間
で管理しやすいと思うが）

18 専門型 時間について、自分の意志で深夜働く者に、深夜手当の支払いはいかがなものかと。
19 専門型 事業、職種によって、時間規制を考慮できるようにすべき

20 専門型

仕事の内容、業界の性質が、労働基準法に合致しない場合もあることを分かってほしい。社会保険に加入し、労働環境の整った条件で
仕事ができる仕組みにしたいが、自由な仕事のし方、自由な時間の使い方ができない。時間で仕事ををするという従来型の製造業の労
働者しかイメージできていないのではないかと思う。成果に基づいた賃金体系も有だと思うし、夜だけ働きたい人もいる。裁量労働制
がもっと柔軟な制度になってほしいと思う。

21 専門型 しめ切きや納期、命令を受ける職種に対しては、裁量労働制は適用すべきではない。
22 専門型 社会の生活時間が昼夜ともに経済活動が昔より活発に成って居るので、時代に合った制度（深夜割増など）に変えてはどうか？
23 専門型 しょせんは、役所の思考レベルの決め事だと思う。少なくても、■■■■■■■■■■業界の実態が分かっていない。

24 専門型 対象業務の拡大をしつつ、長時間労働が常態化しないようなチェック機能（役所の調査や事業主の届出）を持たせるべきと思います。

25 専門型
対象業務や対象範囲が複雑かつ明瞭でない。労使の決議に委ねることをできないか（特に企画型）。事業場毎の5分4以上の決議・本
人同意が必要であるため、事業場毎あるいは個々人により、制度の適否に差が生じる場合、処遇区分内で統一された制度とならず、制
度の導入にふみきれない。決議の本社一括化ならびに個人同意の徹底ができないか（企画型）。

Q21．その他、現行の裁量労働制に関してご意見・ご要望等がありましたら自由にご記入下さい。（自由記述）
『裁量労働制等の労働時間制度に関する調査（労働者調査及び事業場調査）（平成25年11月中旬～12月中旬実施）』における回答状況について

厚労省が無作為抽出したサンプル及び民間調査会社のデータベースより無作為抽出したサンプルの事業場における
回答者（有効回答数＝4042）のうち、当自由記述項目：記述なし＝3979（98.4％）、記述あり＝63（1.6％）
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26 専門型
対象の従業員への制度理解がむずかしい。休憩や外出、出張、深夜労働、なんでも自由だと考えてしまう。保育園の送迎など、出退時
刻に制限があり、業務時間に自身の裁量が発揮できない社員も、賃金カットが発生する育児勤務をえらばず、裁量労働を選択しようと
し、他の労働者とのアツレキを生じる。

27 専門型 適用範囲の拡大（業種及び職務）、導入・更新の簡素化
28 専門型 ドイツの労働時間貯蓄制度を是非、取り上げて欲しい。生産性、作業効率が好転する。
29 専門型 特になしです。裁量労働制を導入して今の所はよかったと思います。

30 専門型
ブルーカラー向けの労働基準法が他の社員の不公平感を助長している（＝在社時間で給与が変わる）。時間管理社員を”例外”として正
社員は原則裁量労働制でよい。過重労働を強制する企業は淘汰されていく。

31 専門型
変更すべきとまでは言いませんが、最低限、各労働者が出退勤する時刻を把握することは必要かと思います。現行適用されている業種
には比較的個人プレー、自分本位の人間が多いと思われる為、導入したのをいいことに何時来るのか、急ぎの案件があるはずなのに出
社しないなどのトラブルは、弊社のみならず耳にします。

32 専門型
ホワイトカラーについては、実質的に裁量にゆだねる部分が多いため、一定以上の収入や、本人の同意に基づいて裁量労働（みなし）
を適用すべきと思う。現行の適用業種との区別がほとんどないと考える。

33 専門型
本人たちは給与でなくても会社で考え事などしたいと言ってきます。会社としては会社にいると給与支払いの対象、働きすぎの指導を
受けるので帰らせています。…妥協しないといけないと言い訳をしてきます。矛盾というか、社員の意識改革に苦慮しています。

34 専門型
労働時間管理をしない制度なのに、深夜残業、みなし労働時間以上の残業手当など時間管理しなければならない要素と矛盾している。
遅出出勤～深夜残業の悪い流れを止めたいので深夜勤務手当の支給は制度上の矛盾と思う。

35 専門型 我が社でいえば、システム開発が裁量労働制の対象だが、裁量である必要はない。昼夜逆転など、いいことない。

36 専門型
悪く言えばこの制度が社員のためになるとは思えない。自分の裁量で仕事が可能なのは、人によっては効率的かもしれないが残業代を
支払いたくない企業にしてみれば都合の良い制度であり、また、それを書くようして何でもできるというイメージがある。この制度を
導入するに当たり、もう少し国のチェックも強化してもらいたい。社員の声を無視した制度にもなりうる。

37
専門型
企画型

以前、企画型裁量労働制の届出を、労働基準監督署に提出した時に届出用紙内容が、変更になっていて、再提出しました。要望とし
て、裁量労働制の導入している企業に、規定や用紙が変更になった場合通知して欲しい。

38
専門型
企画型

企画業務型裁量労働制の導入手続きを簡略化すべき。

39
専門型
企画型

企画業務型の解釈例規にある対象義務の具体例示が分かりにくいため、よりシンプルで明確になると制度運用を進める上で有難い。

40
専門型
企画型

企画業務型も専門業務型同様、労使協定の締結で制度導入できるようになると、運用を進める上で有難い。

41
専門型
企画型

基準自体が古すぎて時代に合っていない。

42
専門型
企画型

現在の仕組み上、労使の円滑な関係がない限り、導入・運用は難しいと考える。日本の労働時間に関する法律は、ブルーカラーの労働
者を対象に作られたモノであり、競争力を上げていくためにも、柔軟な設計が必要だと思っている。ワークライフバランスの推進だけ
では、どこかが行き詰まり、制度改正と合わせた改革が必要。

43
専門型
企画型

今後のテレワークの拡大を見据えて、事業場以外のみなし労働も含め、みなし労働時間制の整理、統合を検討していただけると有難
い。

44
専門型
企画型

裁量労働者各人の能力をより具現しやすくする環境を整えるべく引き続き裁量労働制の管理、運用を実施します。

45
専門型
企画型

裁量労働制については、今年度より（■■■■■）変更があり、管理職（■■■■■）のみ裁量労働制にしています。従って、若手■
■■■■■■■■■迄の社員には残業申請をさせております。

46
専門型
企画型

対象業務が不明確なので、もう少し分かりやすくして欲しい。適用対象者にとって制度が分かりにくいので専門型と企画型を一本化し
た裁量労働制が望ましい。企画型の労使委員会による決議を労使協定（専門のような）で対応できた方がよい。

47
専門型
企画型

適用範囲が狭すぎて、今の実状には合わない。古過ぎる。基準そのものが不明確。

48
専門型
企画型

日本が世界から取り残されないようにするためにも、自己を律することができるレベルの人材は知的労働や知的生産のアウトプットの
質を上げるために自己主体的にメリハリある仕事ができる環境を作るべき。現在の労働基準法は古く、現場の足かせになりかねない。

49
専門型
企画型

労働基準監督署の監督官ですら、人によって解釈が異なるようなあいまいな基準で不明瞭。

50 企画型 裁量労働者と他の労働者の差別化は不要と思われる。何のための制度か、制度そのものの必要性を感じない。

51 企画型
従業員によって制度の認識に差があり、理解が不十分なために誤解が生じることもある。制度をより有効にするためにも、更なる制度
理解に向けた取組みが必要と考える。

52 企画型 使用者側の賃金抑制のための方便にしかなっておらず、労働者のための制度では全くない。
53 企画型 手続きや届け出書類のまとまったマニュアル・手続き一覧があると従業員の理解向上、業務の円滑化に繋がると考える。

54 企画型

当社は■■■■■■■■■■製作スタッフとして■■■■■■■■■■■■■■■等を大手■■■会社に派遣しています。■■■■■
■■■■■■■の関係で勤務時間は不規則な点が多々発生する為、勤務時間は一応8時間とし超過分は一定の手当てを付加して基本給
+特別給＝毎月の給料とて計算してる本来は個人事業家となるのですが未熟な事と独立が出来ない事で給料を支給しいずれかは事業家
として独立していただく事になります。
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55 企画型
入社してすぐの者には企画型裁量労働はできない、といった指導を受けたことがあるが、そんなことはない。若手にこそ括やくできる
チャンスをと考えてるが、なかなか理解を得られない（監督署）。もう少し、各企業の文化や方針に合った運用ができるよう幅をもた
せてほしい。

56  
<補足>Ｐ18問18(2)について　労使委員会の設置自体というより、全事業所に設置が必要であることに非常に負担を感じる。（100以
上の事業所があるものの、導入する制度は事業所毎に変わらないため）

57  
・対象者を広げて欲しい。例えば資格を持たない建築設計技術者でも、■■■■■の指示により設計業務を行う者、補助的業務を行
う者も含めてほしい。社内に対象者、非対象者が混在し、導入できない。■■■■技術者も対象としてほしい。
・手続等を簡素化してほしい。

58  
現行の労働時間に関する法制度は、労働者保護に偏っている。製造業において賃金の安い東南アジア諸国とのコスト競争をせざるを得
ない状況の中、裁量労働制の要件の緩和など柔軟な労働形態がとれる様な法制度が必要と考える。

59  私立高校教員を裁量労働制の対象としてほしい。
60  専門型裁量労働制を適用できる業種を増やして欲しい。適用が望ましいと思われる業種　各種コンサルタント業
61  賃金不払残業の温床であり、到底容認できる代物ではない。

62  
当工場は製造操業をしている都合で裁量労働制は相容れません。しかし事務職にはフレックスタイム制を導入しています。これは超過
勤務をなるべく抑えるための施策です。そのため本アンケート回答者は裁量労働制の理解が乏しく正確な回答になっていないかもしれ
ません。

63
我々の職業は普通の製造業とはまったくちがい1人1人が作家と同じような要素があり今の労働法はまったく■■■■においてはあて
はまらないと思います。■■■■■■■■■■は好きな若者達の労働でなりたってきました。ぜひ裁量労働制の幅をひろげ■■■■に
も認めてほしいものです。
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